
野洲市における
孤立・ひきこもり支援の取り組み

野洲市役所

市民部次長 生水裕美
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総合相談窓口
生活困窮相談

（自立相談支援事業）

住居確保給付金

やすワーク事業

（就労支援事業）

家計改善支援事業

学習・生活支援事業

専門相談 法律相談

税務相談

行政書士相談

行政相談

消費生活相談

市民相談

令和６年度 市民生活相談課の業務・体制

離職や減収等によって住居を喪失する
おそれ等のある人を対象に住宅手当
を有期で給付します。

市役所内にハローワークを設置し、就
労支援と生活支援を一体的に提供し、
就労を目指します。

子どもの学習機会の場を確保し、生活
困窮状態への予防を兼ねて困窮世帯
への生活支援を行います。

家計再建に向けたきめ細かな相談・支
援等を行います。

多機関の協働
による包括支
援体制構築事
業

直ちに一般就労が難しい人を対象に
就労準備の場を作り社会参加を促しま
す。

就労準備支援事業

地域における生
活困窮者支援等
のための共助の
基盤づくり事業

＜令和６年度
職員体制＞

・正規職員５名
・消費生活相談員２名
・就労支援員１名
・相談支援員３名
・相談支援包括化推進
員１名（市民協働室）

地域づくり・アウ
トリーチ等を通
じた継続的支
援事業

重層的支援体制整備事業

参加支援
事業

委託

社労士相談

低所得者世帯への

給付金
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支援が途切れる

「だれが」「どこに」がわからなくなる

アフターフォローができなくなる

目的

医療

雇用

福祉

保健

教育

非行
矯正
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◎生活困窮者自立支援法（平成30年改正）

第九条 都道府県等《都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村のこと》は、関係機
関、第五条第二項（第七条第三項において準用する場合を含む。）の規定による委託
を受けた者、生活困窮者に対する支援に関係する団体、当該支援に関係する
職務に従事する者その他の関係者（第三項及び第四項において「関係機関等」と
いう。）により構成される会議（以下この条において「支援会議」という。）を組織するこ
とができる。

会議の構成員間で、本人の同意なしに個人情報の共有（提供と収集）を行うもの

２ 【略】

３ 支援会議は、前項の規定による情報の交換及び検討を行うために必要があると認め
るときは、関係機関等に対し、生活困窮者に関する資料又は情報の提供、意見の
開陳その他必要な協力を求めることができる。
４～６【略】

支援会議を設置することで構成員間で支援対象者の情報共有が可能となる。6
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精神障がい 発達障がい 知的障がい
身体障がい

児童虐待・非行不登校・ひきこもり
（中学校卒業後）
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滋賀県ひきこもり支援専門家チーム

■目的
身近な地域でのひきこもり支援をより充実させるため、ひきこもり支援センターの機能強化および体
制強化を図り、市町等に対し専門的観点から助言等を行う機能を強化する。

■事業概要
医療、法律、福祉、教育、就労等の多職種から構成される専門家チームを設置し、専門的助言・直接
支援を行う。

■専門家チームメンバー
・医 療：臨床心理士（発達障害など）
・法 律：弁護士（債務整理・成年後見制度など）
・福 祉：精神保健福祉士

：ひきこもり支援実施事業所
・教 育：元高校教員（教育との連携）
・就 労：キャリアコンサルタント
・生活困窮：ファイナンシャルプランナー、生活困窮者等自立支援相談
・その他 ：学識経験者
※保健→保健所保健師 ※医療→精神保健福祉センター所長

■活動内容
①事例検討
市町に相談のあった困難事例について、多角的な見地から専門的な助言を行う。その他、ひきこもり
支援センターの要請に応じて専門的な助言を行う。

②同行支援
必要に応じて、市町や保健所と連携し、ひきこもり状態のある方やその家族に直接、訪問支援・面接
相談を行う。

③全体会議
①②で対応をした事例を通して、ひきこもり支援の課題の整理を行う。 12



○野洲市くらし支えあい条例に位置付けられた、経済的困窮、地域社会からの孤立その他の生活上の諸課題を
抱える市民を生活困窮者等として対象にとらえ、条例を効果的に活用し、相談者の発見から支援を効果的に取
り組みます。

○ 就労等による社会参加に向けて、生活支援と就労支援を一体的に提供するやすワークの活用を推進します。

生
活
困
窮
状
態
か
ら
の
脱
却

生活困窮者支援事業に関する各事業

令和６年度野洲市生活困窮者自立相談支援事業について

生
活
困
窮
者
当
等

事業の概要

自立相談支援事業

市
民
生
活
相
談
課

早期把握
公租公課の滞納等
ＳＯＳの発見に活用

学習・生活
支援事業

やす
ワーク

庁内
関係課

社会福祉
協議会

地域
関係機関

法律等
専門家

住居確保
給付金

ハローワーク民間団体

○生活困窮状態に至る前段階から早期の支援を行うことにより、生活困窮状態からの早期脱却を図ることができます。
○生活困窮者に対し「支援を届ける」ことで、相談支援機能が強化され市民の安全・安心な暮らしを守ることができます。

期待される効果

家計改善
支援事業

就労準備
支援事業

発達支援
センター
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令和６年度子どもの学習・生活支援事業について

○生活困窮世帯の子どもを取り巻く課題に対し総合的に対応するため、子どもの学習・生活支援事業を実施します。
○学習支援を行なう団体（委託）と生活支援を行なう市民生活相談課が一体的に事業を実施し、生活困窮状態からの脱却を図ります。
○高校中退防止として本事業の卒業生等に対し居場所等の支援を行います。
○本事業が地域の拠点となり、食育支援や学習ボランティアの協力を得て地域の子どもを地域で育てる体制を構築します。

事業概要

○教育と一体的に支援を行うことで、子どもから生活困窮世帯へのアプローチが可能となり、生活支援が充実します。
○学習機会の保障を行うことで、子どもの学力が向上し、貧困の連鎖防止、予防が行えます。
○さまざまな職業の大人と触れ合うことで、子どもの進路選択などに幅が広がります。
○本事業が地域の拠点となり、地域で地域の子どもを育てる体制が構築されます。

期待される効果

野洲市学習支援事業YaSchool
・目的：生き抜く力を身につける

①子どもたちに対し、貧困連鎖を断ち切ること、貧困に陥ることを防ぐために、
学習習慣を身につけます。
②生活支援を届け生活困窮状態からの脱却を図ります。
③本事業が地域の拠点となり、地域の子どもを地域で育てる体制を構築します。

・対象：市内に在住する中学校１～３年の子どもがいる生活困窮世帯
原則的に、生活保護世帯、児童扶養手当受給世帯

・方法：学習支援に関する経験を有する民間団体に委託し、実施
コミセンを活用し原則週1日夜間に開校

学習支援⇒ＮＰＯ団体
生活支援⇒市民生活相談課
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